
＜注意事項＞

補強計画は精密診断法を原則とします。

　すでに「一般診断法」により耐震診断や耐震補強設計を終えている物件で、補助申請を

行う場合は、再度「精密診断法」で診断・補強設計を行う必要があります。

(１)　宇佐市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書（改修）（様式第１号の２）

(２)　耐震改修等（耐震補強設計及び工事監理を含む。以下同じ）受けようとする

　　　　　　　　　　　住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

(３)　耐震改修等を受けようとする住宅の位置図

(４)　耐震改修等を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

(５)　診断表の写し

(６)　補強計画による耐震改修後の構造評点及び総合評点を示す書類

(７)　耐震改修工事等の概略の内容を示す平面図その他の図面

(８)　耐震改修工事等の概算費用の内訳書

(９)　その他市長が必要と認める書類

(１)　宇佐市木造住宅耐震化促進事業完了報告書（診断・改修）（様式第６号）

(２)　耐震改修工事等実施の内容を示す平面図その他の図書

(３)　耐震改修工事等に係る工事代金の領収書の写し

(４)　耐震改修工事の実施個所の写真（施工の状況及び完了の確認ができるもの）

(５)　耐震補強設計の診断表の写し

(６)　その他市長が必要と認める書類
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耐震改修

※診断士や施工業者が振り込みます。
振込手数料については、１５，０００円とは別に診断士等の負担となります。

審査手数料振込先

○大分銀行 支店名：本店営業部

口座番号：７５９０４２７（普通預金）

名 義 ：（一社）大分県建築士事務所協会 会長 仲摩 和雄


